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≪維持管理負担金の改正の概要・東京都下水道局流域下水道本部作成資料より引用≫ 

 
--- 

上記を受けて 

 

≪日野市の財政への影響≫ 

日野市での汚水処理量は令和 6年度決算より 20,308,537 ㎥ 

現在は38.698円/㎥なので、20,308,537 ㎥×38.698 円/㎥＝785,899,764 円 

改定案は54.241円/㎥なので、20,308,537 ㎥×54.241 円/㎥＝1,101,555,355 円 

よって、1,101,555,355円－785,899,764 円＝3億 1,565 万 5,591 円 

 

≪日野市から東京都への要望内容≫ 

１ 維持管理負担金の財源について 

流域下水道事業の維持管理負担金は、受益者負担の考え方に基づき、各市町村が定める下水道使用

料によって賄われています。この仕組みについて、都民に十分理解してもらえるよう、最大限の周知

活動を行うこと。 

２ 次期維持管理負担金改定の時期について 

流域下水道事業の維持管理負担金は、受益者負担の考え方に基づき、各市町村が定める下水道使用

料で賄われます。そのため、負担金の改定に際しては、市町村の下水道使用料の改定に必要な期間を

考慮したスケジュールとすること。 


